
生駒市条例第１４号 

生駒市税条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２３年９月１３日 

生駒市長 山下 真 

 

生駒市税条例等の一部を改正する条例 

 （生駒市税条例の一部改正） 

第１条 生駒市税条例（昭和５０年１２月生駒市条例第３１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第１６条第１項中「３万円」を「１０万円」に改める。 

  第２５条を次のように改める。 

  （寄附金税額控除） 

 第２５条 所得割の納税義務者が、前年中に法第３１４条の７第１項第１号及

び第２号に掲げる寄附金を支出した場合においては、同項に規定するところ

により控除すべき額（当該納税義務者が同年中に同項第１号に掲げる寄附金

を支出した場合にあっては、当該控除すべき金額に特例控除額を加算した金

額。以下この項において「控除額」という｡)をその者の第２１条及び前条の

規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合におい

て、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得

割の額に相当する金額とする。 

 ２ 前項の特例控除額は、法第３１４条の７第２項に定めるところにより計算

した金額とする。 

  第２９条第２項中「各号に掲げる」を「に規定する」に改める。 

  第３０条第１項中「納税義務者のうち」を「納税義務者が」に、「３万円」

を「１０万円」に改める。 



  第５８条第１項中「３万円」を「１０万円」に改める。 

  第６１条第６項中「、地方開発事業団」を削る。 

  第６８条第９項及び第１０項中「第３４９条の３第１１項」を「第３４９条

の３第１２項」に改める。 

  第７３条第１項、第８４条第１項及び第９５条第１項中「３万円」を「１０

万円」に改める。 

  第１０８条の次に次の１条を加える。 

  （たばこ税に係る不申告に関する過料） 

第１０８条の２ たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第１０６条第１

項又は第２項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限ま

でに提出しなかった場合においては、その者に対し、１０万円以下の過料を

科する。 

２ 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。 

３ 第１項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期

限は、その発付の日から１０日以内とする。 

 第１１３条の次に次の１条を加える。 

 （鉱産税に係る不申告に関する過料） 

第１１３条の２ 鉱産税の納税者が正当な事由がなくて前条の規定による申告

書を同条に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合において

は、その者に対し、１０万円以下の過料を科する。 

２ 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。 

３ 第１項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期

限は、その発付の日から１０日以内とする。 

 第１１５条第１項及び第１３３条第１項中「３万円」を「１０万円」に改め

る。 



 第１３９条の２を第１３９条の３とし、第１３９条の次に次の１条を加え

る。 

 （特別土地保有税に係る不申告に関する過料） 

第１３９条の２ 特別土地保有税の納税義務者が正当な事由がなくて前条第１  

項の規定による申告書を同項に規定する申告書の提出期限までに提出しなか

った場合においては、その者に対し、１０万円以下の過料を科する。 

２ 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。 

３ 第１項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期

限は、その発付の日から１０日以内とする。 

 附則第９条の４を次のように改める。 

 （寄附金税額控除における特例控除額の特例） 

第９条の４ 第２５条の規定の適用を受ける市民税の所得割の納税義務者が、

法第３１４条の７第２項第２号若しくは第３号に掲げる場合に該当する場合

又は第２１条第２項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税

山林所得金額を有しない場合であって、当該納税義務者の前年中の所得につ

いて、附則第１８条第１項、附則第１９条第１項、附則第２０条第１項、附

則第２２条第１項、附則第２３条第１項又は附則第２５条第１項の規定の適

用を受けるときは、第２５条第２項に規定する特例控除額は、同項の規定に

かかわらず、法附則第５条の５第２項に定めるところにより計算した金額と

する。 

 附則第１０条第１項中「平成２４年度」を「平成２７年度」に、「所得割の

納税義務者が前年中に租税特別措置法第２５条第１項各号に掲げる売却の方法

により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛がすべて

同項に規定する免税対象飼育牛（次項において「免税対象飼育牛」という｡)で

ある場合（その売却した肉用牛の頭数の合計が２，０００頭以内である場合に



限る｡)」を「法附則第６条第４項に規定する場合」に、「送達されるとき」を

「送達される時」に、「その肉用牛」を「肉用牛」に、「同法」を「租税特別

措置法」に改め、「（前年の第１８条第１項に規定する総所得金額に係る市民

税の所得割の額から、当該事業所得がないものとして計算した場合における同

項の総所得金額に係る市民税の所得割の額を控除した額とする｡)」を削り、同

条第２項中「所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第２５条第１項各

号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売

却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に

該当する肉用牛の頭数の合計が２，０００頭を超える場合の当該超える部分の

免税対象飼育牛が含まれている場合（その売却した肉用牛がすべて免税対象飼

育牛に該当しないものである場合を含む｡)」を「法附則第６条第５項に規定す

る場合」に、「その肉用牛」を「肉用牛」に、「同法」を「租税特別措置法」

に、「次に掲げる金額」を「法附則第６条第５項各号に掲げる金額」に改め、

同項各号を削る。 

 附則第１２条の２第５項中「第３１条の規定による認定」を「第７条第１項

の登録」に改める。 

 附則第１８条第３項第２号中「、附則第９条の３の２第１項及び附則第９条

の４」を「及び附則第９条の３の２第１項」に、「、第２５条第１項中「山林

所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第１８条第１項に規定する上

場株式等に係る配当所得の金額」と、同項前段」を「、第２５条第１項前段」

に改め、「、同条第２項及び附則第９条の４中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第１８条第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額

」と」を削る。 

 附則第１９条第３項第２号中「、附則第９条の３の２第１項及び附則第９条

の４」を「及び附則第９条の３の２第１項」に、「、第２５条第１項中「山林



所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第１９条第１項に規定する土

地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段」を「、第２５条第１項前段」に

改め、「、同条第２項及び附則第９条の４中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに附則第１９条第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」

と」を削る。 

 附則第２０条第３項第２号中「、附則第９条の３の２第１項及び附則第９条

の４」を「及び附則第９条の３の２第１項」に、「、第２５条第１項中「山林

所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第２０条第１項に規定する長

期譲渡所得の金額」と、同項前段」を「、第２５条第１項前段」に改め、「、

同条第２項及び附則第９条の４中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並び

に附則第２０条第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と」を削

る。 

 附則第２２条第５項第２号中「、附則第９条の３の２第１項及び附則第９条

の４」を「及び附則第９条の３の２第１項」に、「、第２５条第１項中「山林

所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第２２条第１項に規定する短

期譲渡所得の金額」と、同項前段」を「、第２５条第１項前段」に改め、「、

同条第２項及び附則第９条の４中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並び

に附則第２２条第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と」を削

る。 

 附則第２３条第２項第２号中「、附則第９条の３の２第１項及び附則第９条

の４」を「及び附則第９条の３の２第１項」に、「、第２５条第１項中「山林

所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第２３条第１項に規定する株

式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段」を「、第２５条第１項前段」に

改め、「、同条第２項及び附則第９条の４中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに附則第２３条第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」



と」を削る。 

 附則第２５条第２項第２号中「、附則第９条の３の２第１項及び附則第９条

の４」を「及び附則第９条の３の２第１項」に、「、第２５条第１項中「山林

所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第２５条第１項に規定する先

物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段」を「、第２５条第１項前段」に

改め、「、同条第２項及び附則第９条の４中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに附則第２５条第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」

と」を削る。 

 附則第２５条の３第２項第２号中「、附則第９条の３の２第１項及び附則第

９条の４」を「及び附則第９条の３の２第１項」に、「、第２５条第１項中「

山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第２５条の３第１項に規

定する条約適用利子等の額」と、同項前段」を「、第２５条第１項前段」に改

め、「、同条第２項及び附則第９条の４中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに附則第２５条の３第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額

」と」を削り、同条第５項第２号中「、附則第９条の３の２第１項及び附則第

９条の４」を「及び附則第９条の３の２第１項」に、「、第２５条第１項中「

山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第２５条の３第３項に規

定する条約適用配当等の額」と、同項前段」を「、第２５条第１項前段」に改

め、「、同条第２項及び附則第９条の４中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに附則第２５条の３第３項の規定による市民税の所得割の額の合計額

」と」を削る。 

 （生駒市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 生駒市税条例の一部を改正する条例（平成２０年９月生駒市条例第３３

号）の一部を次のように改正する。 

  附則第２条第７項、第１４項及び第１９項中「平成２３年１２月３１日」を



「平成２５年１２月３１日」に改める。 

第３条 生駒市税条例の一部を改正する条例（平成２２年９月生駒市条例第２３  

号）の一部を次のように改正する。 

  附則第１条第２号中「平成２５年１月１日」を「平成２７年１月１日」に改

める。 

  附則第２条第４項中「平成２５年度」を「平成２７年度」に改める。  

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第１条中生駒市税条例附則第１２条の２第５項の改正規定及び附則第３

条の規定 平成２３年１０月２０日 

(2) 第１条中生駒市税条例第１６条第１項の改正規定、同条例第３０条第１

項の改正規定（「３万円」を「１０万円」に改める部分に限る｡)、同条例第

５８条第１項、第７３条第１項、第８４条第１項及び第９５条第１項の改正

規定、同条例第１０８条の次に１条を加える改正規定、同条例第１１３条の

次に１条を加える改正規定、同条例第１１５条第１項及び第１３３条第１項

の改正規定、同条例第１３９条の２を第１３９条の３とし、第１３９条の次

に１条を加える改正規定並びに附則第４条の規定 平成２３年１２月１日 

(3) 第１条中生駒市税条例附則第１０条の改正規定及び次条第２項の規定 

平成２５年１月１日 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の生駒市税条例（以下「新条例」という｡)第

２５条の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成２３年１月１日以後に支

出する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３１４条の７第１項第１号及



び第２号に掲げる寄附金について適用する。 

２ 新条例附則第１０条の規定は、平成２５年度以後の年度分の個人の市民税に

ついて適用し、第１条の規定による改正前の生駒市税条例附則第１０条第１項

に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成２４年度分までの個人の市民

税については、なお従前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 新条例附則第１２条の２第５項の規定は、附則第１条第１号に定める日

以後に新築される同項に規定する貸家住宅に対して課すべき平成２４年度以後

の年度分の固定資産税について適用し、高齢者の居住の安定確保に関する法律

（平成１３年法律第２６号）の施行の日から同号に定める日の前日までの間に

新築された現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るた

めの地方税法等の一部を改正する法律（平成２３年法律第８３号）第１条の規

定による改正前の地方税法附則第１５条の８第４項に規定する高齢者向け優良

賃貸住宅である貸家住宅については、なお従前の例による。 

 （罰則に関する経過措置） 

第４条 この条例（附則第１条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下同

じ｡)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることと

される市税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用について

は、なお従前の例による。 


